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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　非基準タイプのディスプレイの非基準色域に基づきソース・ピクチャ・コンテンツの色
補正を実行するステップと、
　前記非基準色域から所定の基準色域への色補正された前記ソース・ピクチャ・コンテン
ツの色域マッピングを実行して、前記所定の基準色域を有する基準タイプのディスプレイ
に表示するのに適したマスタリング済み色補正済みピクチャ・コンテンツを提供する、色
域マッピングを実行するステップと、
　前記マスタリング済み色補正済みピクチャ・コンテンツが前記非基準色域を有する非基
準タイプのディスプレイに表示されるように色変換する後続反転色域マッピングのための
メタデータを生成するステップと、
を含み、
　前記後続反転色域マッピングが、前記所定の基準色域を有する前記基準タイプのディス
プレイに表示される前記マスタリング済み色補正済みピクチャ・コンテンツを提供するた
めに使用される色域マッピングの反転動作であり、前記ソース・ピクチャ・コンテンツが
、前記所定の基準色域を有する前記基準タイプのディスプレイについてのみマスタリング
される、色補正されたコンテンツを提供する方法。
【請求項２】
　消費者消費用の前記非基準タイプのディスプレイの少なくとも１つに対して前記後続反
転色域マッピングの仕様を伝送するステップをさらに含む、請求項１に記載の方法。



(2) JP 5619600 B2 2014.11.5

10

20

30

40

50

【請求項３】
　前記メタデータが、前記マスタリング済み色補正済みピクチャ・コンテンツの帯域内お
よび帯域外の少なくとも一方で前記非基準タイプのディスプレイに提供されて最終的に消
費される、請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　前記基準タイプのディスプレイおよび前記非基準タイプのディスプレイが、液晶ディス
プレイ、プラズマ・ディスプレイ、陰極線管ディスプレイ、ディジタル・ライト・プロセ
ッシング・ディスプレイ、有機発光ダイオード・ディスプレイ、液晶オン・シリコン・デ
ィスプレイ、およびダイレクト・ドライブ・イメージ・ライト・アンプリファイア・ディ
スプレイの少なくとも１つである、請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　非基準タイプのディスプレイの非基準色域に基づきソース・ピクチャ・コンテンツの色
補正を実行する、色補正モジュールと、
　前記非基準色域から所定の基準色域への色補正された前記ソース・ピクチャ・コンテン
ツの色域マッピングを実行して、前記所定の基準色域を有する基準タイプのディスプレイ
に表示するのに適したマスタリング済み色補正済みピクチャ・コンテンツを提供し、前記
マスタリング済み色補正済みピクチャ・コンテンツが前記非基準色域を有する非基準タイ
プのディスプレイに表示されるように色変換する後続反転色域マッピングのためのメタデ
ータを生成する、色域マッピング・モジュールと、
を備え、
　前記ソース・ピクチャ・コンテンツが、前記所定の基準色域を有する前記基準タイプの
ディスプレイについてのみマスタリングされる、色補正されたコンテンツを提供するシス
テム。
【請求項６】
　前記メタデータが、前記マスタリング済み色補正済みピクチャ・コンテンツの帯域内お
よび帯域外の少なくとも一方で前記非基準タイプのディスプレイに提供されて最終的に消
費される、請求項５に記載のシステム。
【請求項７】
　前記基準タイプのディスプレイおよび前記非基準タイプのディスプレイが、液晶ディス
プレイ、プラズマ・ディスプレイ、陰極線管ディスプレイ、ディジタル・ライト・プロセ
ッシング・ディスプレイ、有機発光ダイオード・ディスプレイ、液晶オン・シリコン・デ
ィスプレイ、およびダイレクト・ドライブ・イメージ・ライト・アンプリファイア・ディ
スプレイの少なくとも１つである、請求項５に記載のシステム。
【請求項８】
　非基準タイプのディスプレイの非基準色域に基づきソース・ピクチャ・コンテンツの色
補正を実行する手段と、
　前記非基準色域から所定の基準色域への色補正された前記ソース・ピクチャ・コンテン
ツの色域マッピングを実行して、前記所定の基準色域を有する基準タイプのディスプレイ
に表示されるマスタリング済み色補正済みピクチャ・コンテンツを提供する、色域マッピ
ングを実行する手段と、
　前記マスタリング済み色補正済みピクチャ・コンテンツが前記非基準色域を有する非基
準タイプのディスプレイに表示されるように色変換する後続反転色域マッピングのための
メタデータを生成する手段と、
を備え、
　前記後続反転色域マッピングが、前記所定の基準色域を有する前記基準タイプのディス
プレイに表示される前記マスタリング済み色補正済みピクチャ・コンテンツを提供するた
めに使用される色域マッピングの反転動作であり、前記ソース・ピクチャ・コンテンツが
、前記所定の基準色域を有する前記基準タイプのディスプレイについてのみマスタリング
される、色補正されたコンテンツを提供するシステム。
【請求項９】
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　消費者消費用の前記非基準タイプのディスプレイの少なくとも１つに対して前記後続反
転色域マッピングの仕様を伝送する手段をさらに備える、請求項８に記載のシステム。
【請求項１０】
　前記メタデータが、前記マスタリング済み色補正済みピクチャ・コンテンツの帯域内お
よび帯域外の少なくとも一方で、最終消費用の前記非基準タイプのディスプレイに提供さ
れる、請求項８に記載のシステム。
【請求項１１】
　前記基準タイプのディスプレイおよび前記非基準タイプのディスプレイが、液晶ディス
プレイ、プラズマ・ディスプレイ、陰極線管ディスプレイ、ディジタル・ライト・プロセ
ッシング・ディスプレイ、有機発光ダイオード・ディスプレイ、液晶オン・シリコン・デ
ィスプレイ、およびダイレクト・ドライブ・イメージ・ライト・アンプリファイア・ディ
スプレイの少なくとも１つである、請求項８に記載のシステム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本願は、２００７年４月３日出願の米国仮出願第６０／９２１５７９号の利益を請求す
るものである。
【０００２】
　本発明は、一般にテレビジョン・ディスプレイに関し、さらに詳細には、異なる色域（
ｃｏｌｏｒ　ｇａｍｕｔ）を有する複数のディスプレイ上で予測可能な結果をもたらすた
めの色補正を行う方法およびシステムに関する。
【背景技術】
【０００３】
　現在の動画産業では、動画コンテンツの色は、ほとんどの場合、陰極線管（ＣＲＴ）の
蛍光体の色によって規定される単一の色域のディスプレイについて評価される。これらの
色は、標準精細度ではヨーロッパ放送連合（ＥＢＵ）または米国映画テレビ技術者協会の
色標準（ＳＭＰＴＥ－Ｃ）に対応し、高精細度では国際電気通信連合（ＩＴＵ）の７０９
色域に対応している。これらの標準は、ディスプレイの基準色域（ＲＣＧ）の決定に使用
される現行の標準である。しかし、動画コンテンツの消費者の間では、現在、非標準色域
のディスプレイが普及している。
【０００４】
　対象ディスプレイの色域とは異なる基準色域のディスプレイ上でピクチャの色を編集す
ると、その結果得られた色が、対象ディスプレイ上では満足のいかない色になる可能性が
ある。得られる色が満足のいかない色になるケースについて説明するために、以下、２つ
のケースについて述べる。
【０００５】
　第１のケースは、色域の大きさは基準ディスプレイとほぼ同じであるが、原色はコンテ
ンツ作成中の基準ディスプレイの原色と同じではない民生用ディスプレイに関するケース
である。この状況では、それらの民生用ディスプレイ上で正確に色を表現できることを保
証することが望ましい。
【０００６】
　第２のケースは、当技術分野で利用されている既存の広色域ディスプレイに関するケー
スである。この状況では、これらの広色域ディスプレイを基準にして民生用ディスプレイ
の色補正を行う方法は存在しない。例えば、これらの民生用ディスプレイは、異なる基準
色域を使用することができるが、広色域標準に従って色を表現する機能は備えている場合
も備えていない場合もある。
【０００７】
　カラー・テレビジョンが米国で最初に導入されたときの状況と類似する点がある。当時
は数多くの様々な原色の組合せが利用されており、統一した色測定を行うことができなか
った。しかし、ある蛍光体製造業者が生産した相当量の蛍光体を主要なテレビジョン製造
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業者の１つが備蓄したことにより、準標準が事実上確立され、その後最終的に１つの標準
（ＳＭＰＴＥ－Ｃ）が確立された。しかし、連邦通信委員会（ＦＣＣ）はこれを採用せず
、テレビジョン製造業界はこの対立を抱えていくことになった。米国映画テレビ技術者協
会（ＳＭＰＴＥ）は、全米テレビジョン放送方式標準化委員会（ＮＴＳＣ）の色をＳＭＰ
ＴＥ－Ｃモニタでエミュレートする試みを何度か行ったが、最終的に当時の技術的な理由
で失敗に終わった。
【０００８】
　ディスプレイの色域は、選択するディスプレイ技術によって決まる。現在では、消費者
は、例えば液晶ディスプレイ（ＬＣＤ）、プラズマ、陰極線管（ＣＲＴ）、ディジタル・
ライト・プロセッシング（ＤＬＰ）、シリコン結晶反射型ディスプレイ（ＳＸＲＤ）など
の技術（本明細書では「ディスプレイ・タイプ」とも呼ぶ）の中から選ぶことができる。
ただし、異なるディスプレイ技術の間、また同じディスプレイ技術でも２つの代表的なデ
ィスプレイの間には、かなりの違いがある可能性がある。例えば、２つの液晶ディスプレ
イ・セットは、異なる光源セットを備えることができる。このような光源セットの一方が
、冷陰極蛍光灯（ＣＣＦＬ）であることもある。この場合、色域は、主として使用する蛍
光体によって決まる。従来は、これらの光源では、広い色域を使用することができなかっ
た。実際に、これらの光源を用いたディスプレイは、国際電気通信連合（ＩＴＵ）の高精
細度用７０９色標準による７０９色域の全ての色を再現することができなかった。しかし
、近年の開発により、色域が７０９色域よりもさらに広い、いわゆる広色域冷陰極蛍光灯
（Ｗ－ＣＣＦＬ）を使用した製品が商品化されている。液晶ディスプレイ技術のもう１つ
の構成要素は、カラー・フィルタである。カラー・フィルタは、色域を狭くして光出力を
高くし、従って光効率を高くするように設計することもできるし、発光効率を有し色域が
広くなるように設計することもできる。さらに、ＬＣＤディスプレイのＣＣＦＬバックラ
イト・ユニット（ＢＬＵ）を、さらに広い色域を有するＲＧＢ　ＬＥＤ（発光ダイオード
）ＢＬＵで置き換える傾向もある。
【０００９】
　ディジタル・ライト・プロセッシング・ディスプレイおよびシリコン結晶反射型ディス
プレイ（リア・プロジェクション・ディスプレイも含む）は、光源からの光をフィルタリ
ングする反射型ディスプレイである。現在、これらの装置の色域を増大させる様々な技術
がある。実際に、現時点で、これらの異なる技術を利用したディスプレイのいくつかは、
既に現在適用可能な基準色域に比べて増大させた色域を有している。
【００１０】
　広色域ディスプレイの登場により、従来より広い範囲の色を表示することが可能になっ
ている。ディジタル・ビデオ・ディスク（ＤＶＤ）、テレビジョン放送および／またはビ
デオ・オーバ・インターネット・プロトコル（ＶＯＩＰ）の現在のビデオ・コンテンツは
、基準色域を有する色空間で符号化されるので、何年も前の広色域表示が不可能だった頃
に設定された規則に従っている。実際に、最近までは、現在の基準色域を表現することさ
え困難だった。
【００１１】
　今日では、状況は変化した。拡張色域が可能になり、さらに広い色域を利用したいとい
う要求がある。しかし、現在好まれている方向性は、別の広色域の原色の組合せを選ぶの
ではなく、開放的で非制限的な色標準を用いることである。このような標準の例としては
、ディジタル・シネマ用のＸＹＺ、または民生用テレビジョン用のｘｖＹＣＣ（ＩＥＣ６
１９６６－２－３）がある。他の例としては、例えば、ｓＹＣＣ（国際電気標準会議（Ｉ
ＥＣ）６１９６６－２－１）、ＩＴＵ－Ｒ　ＢＴ．１３６１、またはコンピュータ・グラ
フィックスおよびスチル・ピクチャ写真用のｅ－ｓＲＧＢ（フォトグラフィック・アンド
・イメージング・マニュファクチャラーズ・アソシエーション（Ｐｈｏｔｏｇｒａｐｈｉ
ｃ　ａｎｄ　Ｉｍａｇｉｎｇ　Ｍａｎｕｆａｃｔｕｒｅｒｓ　Ａｓｓｏｃｉａｔｉｏｎ）
（ＰＩＭＡ）７６６７）などがある。
【００１２】
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　同時に、現在入手できる様々なディスプレイで使用されている色域に関する重要な変化
がある。最近まで、程度の差はあっても、色域は標準的な陰極線管の蛍光体によって決定
されていた。現在では、上述のように、表示できる色の範囲は、使用される表示技術およ
びハードウェア設計によって決まる。図１を参照すると、現在入手可能なディスプレイの
色域の測定値の全体を、参照番号１００で示してある。明らかなように、現在のところ、
現在得られる色域の測定値１００の間には、相当な差がある。これらの様々な入手可能な
ディスプレイの色域の中に、この例ではＩＴＵ－Ｒ　Ｂｔ．７０９に対応しているソース
・マテリアルの基準色域と等しいものが存在しないことに留意されたい。図１を参照する
と、最も広い色域を有するディスプレイは、黄緑色を呈する試験用液晶オン・シリコン（
ＬＣＯＳ）ディスプレイ、および青緑色を呈する広色域バックライトを有する液晶ディス
プレイ（ＬＣＤ）であった。
【００１３】
　さらに、現在のディスプレイは、適用できる標準で指定されている基準原色を、単純に
それぞれのディスプレイに対応する原色（例えばそれぞれのディスプレイ・タイプ、それ
ぞれのディスプレイで実現される色域など）で置き換えるだけのようであり、過去に異な
る陰極線管の蛍光体を用いていたのと同様である。その結果、望ましい色が現れない。す
なわち、現れる色が、意図した色と違ってしまう。例えば、もみの木が松の木のように見
えてしまったり、トマトがオレンジのように見えてしまったりする。ただし、原色のマッ
ピングは、最も原始的且つ安価な色域マッピング方法である。
【００１４】
　広色域ディスプレイ上で広色域マテリアルを表現する場合にも、その広色域マテリアル
の色域が広色域ディスプレイの色域と異なるために色が適切に表示されない可能性がある
問題がある。実際に、ｘｖＹＣＣまたはＸＹＺのような上述の非制限的な色標準を使用す
ることによって、１つまたは複数の特定の広色域ディスプレイでは表示することができな
い色が伝達される可能性は常にある。
【００１５】
　ある色補正方法では、ソースの原色をディスプレイの原色に３×３マトリクス化する（
ただし、これを行う場合は予めビデオ信号を線形化する必要がある）。この解決策では、
ディスプレイの色域の範囲外の色が伝達されたときに問題が生じる。例えば、赤、緑およ
び青の３つの原色を有するディスプレイで、表示しようとする色が緑色（例えば原色の緑
の変化色）であり、その色が表示範囲外にある場合を考慮されたい。このような状況では
、通常は、表示しようとする色は、その最大範囲にクリッピングされる。問題は、誤った
色再現、色相、飽和度および輝度のエラーとして現れる。この悪影響は、色が階調表現さ
れている場合（例えばアニメーション映画で最も良く見られる）には悪化し、偽輪郭も現
れる。偽輪郭とは、ビデオ信号処理または表示中にアーチファクトが生じた結果、ピクチ
ャ内に誤った構造または物体が現れる現象である。
【００１６】
　以下のような別の例を考慮されたい。「シアニッシュ」ホワイト（ｃｙａｎｉｓｈ　ｗ
ｈｉｔｅ：藍色がかった白）は、広色域ディスプレイにおいて、青＝Ｍａｘ、赤＝０．８
×Ｍａｘ、および緑＝Ｍａｘとして定義される。ここで、「Ｍａｘ」は、許容可能な最大
値を表す。青の飽和度がこれより低い狹色域ディスプレイでは、青がクリッピングされる
ことになり、白は緑がかった色になる。この問題を、図３に示す。図３を参照すると、色
域制限によるブルーイッシュ・ホワイト（ｂｌｕｉｓｈ　ｗｈｉｔｅ：青みがかった白）
の階調の色相変化の全体が、参照番号３００で示してある。詳細には、望ましい結果を図
３の左側に示して参照番号３１０で表し、実際の結果を図３の右側に示して参照番号３５
０で表す。参照番号３８０および対応する文章で示すように、青のクリッピングによって
白色は黄色に変化する。
【００１７】
　従って、適切な色域マッピング方法を使用して、使用しているディスプレイ上で色をレ
ンダリングすることが重要である。図２を参照すると、例示的な色域マッピングの全体が
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、参照番号２００で示してある。図２は、「色域１」および「色域２」を断面として示し
、「色域１」が「色域２」に色域マッピングによってマッピングされる。色域マッピング
２００では、輝度の変化を縦軸（通常はＹ軸と呼ばれる）に示し、クロミナンスの変化を
横軸（通常はＸ軸と呼ばれる）に示している。この例では、「色域２」は、「色域１」よ
り小さい。ただし、「色域２」が「色域１」よりも大きい反対のケースも可能であること
を理解されたい。
【００１８】
　図４を参照すると、後に基準色域とは異なる色域を有するディスプレイ上に表示するこ
とができるコンテンツを、基準色域を有するディスプレイを用いて色補正するワークフロ
ーを示す例示的なハイレベル図の全体が、参照番号４００で示してある。
【００１９】
　図４の色補正ワークフロー４００の望ましくない結果は、基準色表示（ＲＣＧ）のディ
スプレイ上で色補正を行ったときに、第２の色域または色域２（ＣＧ２）を有するディス
プレイ上の色が正しく再現されないことである。
【００２０】
　色補正ワークフロー４００には、コンテンツ作成側４８０とコンテンツ消費者側４９０
とがある。ＲＣＧディスプレイ４８２は、コンテンツ作成側４８０で使用される。ＲＣＧ
ディスプレイ４９２およびＣＧ２ディスプレイ４９４は、コンテンツ消費者側５９０で使
用される。
【００２１】
　ピクチャ・ソース・コンテンツは、例えば、ピクチャ・ソース・コンテンツ記憶装置４
２０に記憶することができる。色補正済みピクチャ・コンテンツは、例えば、色補正済み
ピクチャ・コンテンツ記憶装置４４０に記憶することができる。
【００２２】
　色補正モジュール４３０は、同じタイプであり且つ同じ色域を有するディスプレイ上で
のみ正しく見えるコンテンツを生成する。従って、ＣＧ２ディスプレイ上の色は、ＲＣＧ
ディスプレイ上で色補正したときの色と同じには見えない。ＲＣＧディスプレイ上の色の
少なくとも一部はクリッピングされ、少なくとも一部は誤った色相で表示されることにな
る可能性が極めて高い。
【００２３】
　この問題を、ＣＩＥ　ＴＣ８－０３の「色域マッピング・アルゴリズムの評価のための
ガイドライン（Ｇｕｉｄｅｌｉｎｅｓ　ｆｏｒ　ｔｈｅ　Ｅｖａｌｕａｔｉｏｎ　ｏｆ　
Ｇａｍｕｔ　Ｍａｐｐｉｎｇ　Ａｌｇｏｒｉｔｈｍｓ）」における試験画像の一部である
「Ｓｋｉ画像」を用いて、図４に示す。これは、Ｆｕｊｉｆｉｌｍ　Ｅｌｅｃｔｒｏｎｉ
ｃ　Ｉｍａｇｉｎｇ　Ｌｔｄ．（英国）の厚意によるものである。図から分かるように、
コンテンツ消費者側では、ピクチャは、ＲＣＧのディスプレイ上でしか正しく取り出すこ
とができない。ピクチャは不適切な見え方をしており、ＲＣＧ（ＣＧ２）と等しくない色
域を有するディスプレイを使用して表示した場合には、上述のアーチファクトを呈する。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００２４】
　本発明は、従来技術の上記その他の欠点および不利に対処するものであり、異なる色域
を有する複数のディスプレイ上で予測可能な結果をもたらすように色補正を行う方法およ
びシステムに関するものである。
【課題を解決するための手段】
【００２５】
　本発明の１つの特徴によれば、色補正を行う方法が提供される。この方法は、非基準色
域を有する非基準タイプのディスプレイおよび基準色域を有する基準タイプのディスプレ
イの少なくとも１つを用いてソース・ピクチャ・コンテンツに対して色補正を実行するス
テップを含む。実行するステップは、ソース・ピクチャ・コンテンツをマスタリングして
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、基準色域を有する基準タイプのディスプレイに表示されるマスタリング済み色補正済み
ピクチャ・コンテンツを提供するステップを含む。実行するステップは、さらに、マスタ
リング済み色補正済みピクチャ・コンテンツを非基準色域を有する非基準タイプのディス
プレイに表示されるように色変換する後続反転色域マッピングのためのメタデータを生成
するステップを含む。後続反転色域マッピングは、基準色域を有する基準タイプのディス
プレイに表示されるマスタリング済み色補正済みピクチャ・コンテンツを得るために色補
正中に適用される色域マッピングの反転動作である。ソース・ピクチャ・コンテンツは、
基準色域を有する基準タイプのディスプレイについてのみマスタリングされる。
【００２６】
　本発明の別の特徴によれば、色補正を行うシステムが提供される。このシステムは、非
基準色域を有する非基準タイプのディスプレイおよび基準色域を有する基準タイプのディ
スプレイの少なくとも１つを用いてソース・ピクチャ・コンテンツの色補正を実行して、
基準色域を有する基準タイプのディスプレイに表示されるマスタリング済み色補正済みピ
クチャ・コンテンツを提供する色補正モジュールを備える。このシステムは、さらに、基
準色域を有する基準タイプのディスプレイに表示されるマスタリング済み色補正済みピク
チャ・コンテンツに対して色域マッピングを実行して、前記色域マッピングに対する後続
反転色域マッピングのためのメタデータを生成する色域マッピング・モジュールを備える
。この後続反転色域マッピングは、マスタリング済み色補正済みピクチャ・コンテンツを
非基準色域を有する非基準タイプのディスプレイに表示されるように色変換するものであ
る。ソース・ピクチャ・コンテンツは、基準色域を有する基準タイプのディスプレイにつ
いてのみマスタリングされる。
【００２７】
　本発明の上記その他の特徴、特色および利点は、以下の例示的な実施例の詳細な説明を
添付の図面と関連づけて読めば明らかになるであろう。
【００２８】
　本発明は、以下の例示的な図面によってより深く理解することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２９】
【図１】従来技術による、現在入手可能なディスプレイの色域の測定値を示す図である。
【図２】従来技術による例示的な色域マッピングを示す図である。
【図３】従来技術による、色域制限によるブルーイッシュ・ホワイトの階調における色相
変化を示す図である。
【図４】従来技術による、後に基準色域とは異なる色域を有するディスプレイ上に表示す
ることができるコンテンツを基準色域を有するディスプレイを用いて色補正する例示的な
ワークフローを示すハイレベル図である。
【図５】本発明の一実施例による、ＲＣＧディスプレイのマスタおよびＣＧ２ディスプレ
イのメタデータを得るための色補正の例示的なワークフローを示すハイレベル図である。
【図６】本発明の一実施例による、ＣＧ２ディスプレイのマスタおよびＲＣＧディスプレ
イの１つのマスタを得るための色補正の例示的なワークフローを示すハイレベル図である
。
【図７】本発明の一実施例による、ＲＣＧディスプレイのマスタおよびＣＧ２ディスプレ
イのメタデータを得るための色補正の別の例示的なワークフローを示すハイレベル図であ
る。
【図８】本発明の一実施例による、ＣＧ２ディスプレイのマスタおよびＲＣＧディスプレ
イの１つのマスタを得るための色補正の別の例示的なワークフローを示すハイレベル図で
ある。
【発明を実施するための形態】
【００３０】
　本発明は、異なる色域を有する複数のディスプレイ上で予測可能な結果をもたらすため
の色補正を行う方法およびシステムに関する。
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【００３１】
　本明細書では、本発明について説明する。従って、本明細書に明示的には記述または図
示されていなくても、本発明の趣旨および範囲内に含まれる、本発明を実施する様々な構
成を、当業者なら考案することができることを理解されたい。
【００３２】
　本明細書に記載する全ての例および条件に関する表現は、本発明と発明者が与える当技
術分野をさらに進歩させるための概念とを読者が理解するのを助けるという教育的な目的
を有するものであって、これらの具体的に列挙した例および条件に限定されるわけではな
いものと解釈されたい。
【００３３】
　さらに、本発明の原理、特徴および実施例ならびに本発明の具体的な例について本明細
書で述べる全ての記述は、その構造的均等物および機能的均等物の両方を含むものとする
。さらに、それらの均等物には、現在既知の均等物と将来開発されるであろう均等物の両
方が含まれる、すなわち、その構造にかかわらず同じ機能を実行する、将来開発される任
意の要素が含まれるものとする。
【００３４】
　従って、例えば、当業者なら、本明細書に示すブロック図が本発明を実施する例示的な
回路の概念図を表していることを理解するであろう。同様に、任意のフローチャート、流
れ図、状態遷移図、擬似コードなどが、コンピュータ可読媒体中に実質的に表現され、明
示される場合もされない場合もあるコンピュータまたはプロセッサによって実行される様
々なプロセスを表すことも理解されたい。
【００３５】
　図面に示す様々な要素の機能は、専用のハードウェア、および適当なソフトウェアと連
動してソフトウェアを実行することができるハードウェアを使用して実現することができ
る。プロセッサによって実現するときには、これらの機能は単一の専用プロセッサで実現
することも、単一の共用プロセッサで実現することも、あるいはその一部を共用すること
もできる複数の個別プロセッサで実施することもできる。さらに、「プロセッサ」または
「制御装置」という用語を明示的に用いていても、ソフトウェアを実行することができる
ハードウェアのみを指していると解釈すべきではなく、ディジタル信号プロセッサ（ＤＳ
Ｐ）ハードウェア、ソフトウェアを記憶するための読取り専用メモリ（ＲＯＭ）、ランダ
ム・アクセス・メモリ（ＲＡＭ）および不揮発性記憶装置（ただしこれらに限定されない
）などを暗に含むことがある。
【００３６】
　従来の、および／または特注のその他ハードウェアも含まれることがある。同様に、図
面に示す任意のスイッチも、概念的なものに過ぎない。スイッチの機能は、プログラム論
理の動作によっても、専用論理によっても、プログラム制御と専用論理の相互作用によっ
ても、あるいは手作業でも実施することができ、開発者が前後関係から具体的に判断して
特定の技術を選択することができる。
【００３７】
　本明細書の特許請求の範囲において、特定の機能を実行する手段として表現されている
任意の要素は、例えば、（ａ）当該機能を実行する回路素子の組合せや、（ｂ）ファーム
ウェアやマイクロコードなども含めた任意の形態のソフトウェアを、当該ソフトウェアを
実行して当該機能を実行する適当な回路と組み合わせたものなども含む、当該機能を実行
する任意の態様を含むものとする。特許請求の範囲によって定義される本発明は、列挙す
る様々な手段が実施する機能を、特許請求の範囲が要求するかたちで組み合わせることに
ある。従って、これらの機能を実施することができる任意の手段を、本明細書に示す手段
の均等物とみなすものとする。
【００３８】
　本明細書において、本発明の「一実施例」または「実施例」と述べていれば、それは、
当該実施例と関連づけて述べられる特定の特色、構造、特性などが、本発明の少なくとも
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１つの実施例には含まれているということを意味する。従って、本明細書では様々な箇所
で「一実施例では」または「実施例では」という表現が出てくるが、それら全てが必ずし
も同じ実施例のことを言っているとは限らない。
【００３９】
　本明細書で用いる頭字語ＣＧの意味は「色域（Ｃｏｌｏｒ　Ｇａｍｕｔ）」、ＣＧＭの
意味は「色域マッピング（Ｃｏｌｏｒ　Ｇａｍｕｔ　Ｍａｐｐｉｎｇ）」、ＲＣＧの意味
は「基準色域（Ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ　Ｃｏｌｏｒ　Ｇａｍｕｔ）」、ＣＧ２の意味は「色
域２（Ｃｏｌｏｒ　Ｇａｍｕｔ2）」である。
【００４０】
　また、本明細書で用いる「ＲＣＧディスプレイ」という用語は、基準色域（ＲＣＧ）と
呼ばれる色域タイプのディスプレイを意味し、「ＣＧ２ディスプレイ」という用語は、基
準色域とは異なる第２の色域と呼ばれる色域タイプのディスプレイを意味する。
【００４１】
　本明細書の開示は、実質的には、例えばＲＣＧディスプレイのピクチャとＣＧ２ディス
プレイのピクチャ、あるいはＣＧ２ディスプレイのピクチャを再構築するためのメタデー
タなどに関連した説明であるが、入手可能な民生用ディスプレイの多様性を考慮すると、
本発明の趣旨を逸脱することなく、複数のＣＧ２バージョンを生成することもできること
を理解されたい。
【００４２】
　さらに、本明細書で使用する「７０９色域」という用語およびそのバリエーションは、
ＩＴＵ－Ｒ　Ｂｔ．７０９に定義される３つの蛍光三原色および白色点によって規定され
るカラー・キューブ（ｃｏｌｏｒ　ｃｕｂｅ）を表す７０９カラー（７０９　ｃｏｌｏｒ
ｓ）を表す。
【００４３】
　また、メタデータの送受信に関連して本明細書で使用する「帯域内（ｉｎ－ｂａｎｄ）
」という用語は、消費者装置が表示する色補正済みピクチャ・コンテンツと共にそのメタ
データを送信および／または受信することを指す。一方、「帯域外（ｏｕｔ－ｏｆ－ｂａ
ｎｄ）」という用語は、消費者装置が表示する色補正済みピクチャ・コンテンツとは別に
メタデータを送信および／または受信することを指す。
【００４４】
　さらに、本明細書で使用する「色補正（ｃｏｌｏｒ　ｃｏｒｒｅｃｔｉｏｎ）」および
「カラー・グレーディング（ｃｏｌｏｒ　ｇｒａｄｉｎｇ）」という用語は、ポスト・プ
ロダクションで行われる、ピクチャが創造的な意図を表現するように色を調整するための
創造的プロセスを同義的に指す。
【００４５】
　さらに、本明細書で使用する「マスタ（ｍａｓｔｅｒ）」という用語は、表示コンテン
ツを例えばＲＣＧやＣＧ２などの特定の色域に合わせてマスタリングした場合の、マスタ
リングされた表示コンテンツを指す。
【００４６】
　また、本明細書で使用する「メタデータ」という用語は、例えば、色処理機構を制御し
、オンにし、またはオフにし、またそれらの機能を修正するのに使用される、整数値、非
整数値、および／またはブール値などのデータを指す。さらに、メタデータには、マッピ
ング・テーブルの仕様も含まれる。
【００４７】
　例えば、一実施例では、３Ｄ　ＬＵＴ（３次元参照テーブル）を用いて色マッピング・
テーブルを実現することもできる。このＬＵＴは、赤、緑、または青の何れか１つの色成
分をそれぞれが表す３つの入力値を受信して、入力された赤、緑および青の組合せのそれ
ぞれに対して、例えば赤、緑および青の３つの出力値の既定の組合せを生成するために使
用される。この場合には、コンテンツ作成側から消費者側へのメタデータは、ＬＵＴ仕様
を含むことになる。
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【００４８】
　別の実施例では、例えば各色成分に対して以下のように定義される「ＧＯＧ（利得、オ
フセット、ガンマ）」を実行する回路などのマッピング関数の仕様を含むこともある。
　Ｖｏｕｔ＝利得＊（オフセット＋Ｖｉｎ）＾ガンマ
【００４９】
　この場合には、メタデータは、９個の値、すなわち３つの色成分それぞれに対して一組
の利得、オフセットおよびガンマの値を含むことになる。
【００５０】
　もちろん、本発明は前述の実施例に限定されるわけではなく、本明細書に与える本発明
の教示があれば、当技術分野および関連技術分野の当業者なら、本発明の趣旨を逸脱する
ことなく、その他の態様のメタデータを含むその他の実施例を容易に思いつくことができ
る。
【００５１】
　さらに、本明細書で用いる「色補正」という用語は、コンテンツ作成側（消費者側に対
して）で手作業で適切な（好ましい）色を選択する創造的手続きを指す。従って、「色補
正モジュール」およびそれに類する用語は、カラリスト（ｃｏｌｏｒｉｓｔ）が手作業で
色を補正するために必要な構造を指す。従って、その構造は、グラフィカル・ユーザ・イ
ンタフェース（ＧＵＩ）などカラリストに対して提示されるインタフェース、例えば置換
および／または修正する色に関する選択をカラリストが行うことができるようにする選択
手段、ならびにカラリストが行った選択を実施する実施手段を含むことができる。選択手
段は、キーボード、キーパッド、マウス、ボタン、スイッチなどのうち１つまたは複数を
含むことができる。
【００５２】
　上述のように、本発明は、異なる色域を有する複数のディスプレイ上で予測可能な結果
をもたらすための色補正を行う方法およびシステムに関する。本発明では、様々な対象デ
ィスプレイ間の色の差を補正する。本発明は、現在のコンテンツ（例えば符号化などの技
術）およびディスプレイ（例えばディスプレイ・タイプ、およびそれらの間の差、ならび
に例えばハードウェアやソフトウェアなどによって生じる様々なディスプレイ・タイプ）
を対象とするだけでなく、将来のコンテンツおよびディスプレイも、それらが様々な色域
の仕様に関する場合には対象とすることを理解されたい。
【００５３】
　一実施例では、本発明を使用して、例えば、基準色域を有するディスプレイ上で色補正
を実行するが、色補正に使用した基準色域とは異なる色域を有するディスプレイ上に補正
した色を表示するという問題に対処することができる。
【００５４】
　図５を参照すると、ＲＣＧディスプレイのマスタおよびＣＧ２ディスプレイのメタデー
タを得るための色補正の例示的なワークフローを示すハイレベル図の全体が、参照番号５
００で示されている。
【００５５】
　色補正ワークフロー５００には、コンテンツ作成側５８０とコンテンツ消費者側５９０
がある。色補正５３０は、ＣＧ２ディスプレイの色域に基づいて行われる。ＣＧ２ディス
プレイ５８４は、色補正ツールに直接取り付けられるものとする。ＣＧＭ５８６を使用し
て、ＣＧ２ディスプレイ５８４に表示するための色域からＲＣＧディスプレイ５８２に表
示するための色域にコンテンツをマッピングし、その後、その結果得られたピクチャ・コ
ンテンツを、色補正済みピクチャ・コンテンツ記憶装置５４０に分配／記憶する。ＲＣＧ
ディスプレイ５９２およびＣＧ２ディスプレイ５９４は、コンテンツ消費者側５９０で使
用される。
【００５６】
　この実施例では、本発明を使用することにより、コンテンツ消費者側５９０におけるＲ
ＣＧディスプレイ５９２に表示されるコンテンツとＣＧ２ディスプレイ５９４に表示され
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るコンテンツとの間の色差を制御して、識別可能なフィーチャとして提供する。上述のよ
うに、この実施例では、ＲＣＧディスプレイではマスタ、すなわちマスタリング済みコン
テンツの１バージョンを使用し、ＣＧ２ディスプレイではメタデータを使用する。
【００５７】
　メタデータ５１０は、ピクチャ・ソース・コンテンツから色補正済みピクチャ・コンテ
ンツへの変換を記述している。ピクチャ・ソース・コンテンツは、ＲＣＧディスプレイに
ついてはマスタリングされるが、ＣＧ２ディスプレイについては色補正され（従って上述
のＣＧ２からＲＣＧへのＧＭＭを使用する）、この色補正済みピクチャ・コンテンツは、
ＲＣＧディスプレイの色に関係している。従って、メタデータは、例えばＣＧ２ディスプ
レイの色とＲＣＧディスプレイの色の間の差を記述することもできる。すなわち、メタデ
ータは、例えば、色補正に使用されるＣＧＭ５８６の反転変換を記述することもできるし
、あるいは、ＣＧＭ５８６自体を記述することもでき、ＣＧＭブロック５９６は、ＣＧＭ
記述を反転する処理容量を有する。
【００５８】
　ピクチャ・ソース・コンテンツは、例えば、ピクチャ・ソース・コンテンツ記憶装置５
２０に記憶することができる。色補正済みピクチャ・コンテンツは、例えば、色補正済み
ピクチャ・コンテンツ記憶装置５４０に記憶することができる。メタデータ５１０は、例
えば、メタデータ記憶装置５１７に記憶することができる。
【００５９】
　色補正モジュール５３０は、ＲＣＧマスタおよびＣＧ２ディスプレイのメタデータを生
成する。
【００６０】
　コンテンツ作成側５８０では、ＣＧ２用に色補正されたＲＣＧマスタリング済みコンテ
ンツが、ＣＧＭモジュール５８６に提供され、ＣＧＭモジュール５８６が、ＲＣＧマスタ
リング済みコンテンツがＲＣＧディスプレイ５８２に表示されるように色補正されるよう
に、ＣＧ２からＲＣＧへのＧＭＭを実行する。
【００６１】
　コンテンツ消費者側５９０では、ＣＧ２用に色補正されたＲＣＧマスタリング済みコン
テンツが、メタデータまたは色域マッピングを使用せずに、あるいは必要とせずに、ＲＣ
Ｇディスプレイ５９２に直接提供される。
【００６２】
　さらに、コンテンツ消費者側５９０では、ＲＣＧマスタリング済みコンテンツおよびＣ
Ｇ２ディスプレイのメタデータが、ＣＧＭモジュール５９６に送られ、ＣＧＭモジュール
５９６が、ＲＣＧマスタリング済みコンテンツがＣＧ２ディスプレイ５９４に表示される
ように変換されるように、反転色域マッピング（すなわちＲＣＧからＣＧ２へのＧＭＭ）
を実行する。すなわち、ＣＧ２からＲＣＧへのＣＧＭの反転（ＲＣＧからＣＧ２へのＣＧ
Ｍとなる）をＣＧ２ディスプレイ５９４に伝送することにより、ＣＧ２ディスプレイ５９
４は、ＣＧ２からＲＣＧへのＣＧＭ動作の反転動作を行い、ＣＧ２デバイスの色を取り出
すことができる。
【００６３】
　図６を参照すると、ＣＧ２ディスプレイのマスタおよびＲＣＧディスプレイの１つのマ
スタを得るための色補正の例示的なワークフローを示すハイレベル図の全体が、参照番号
６００で示されている。
【００６４】
　色補正ワークフロー６００には、コンテンツ作成側６８０とコンテンツ消費者側６９０
がある。ＲＣＧディスプレイ６８２は、コンテンツ作成側６８０で使用される。さらに、
ＣＧ２ディスプレイ６８４は、コンテンツ作成側６８０で、消費者側ＲＣＧディスプレイ
のコンテンツのプルーフ・ビュー（ｐｒｏｏｆ　ｖｉｅｗｉｎｇ）のために使用されるも
のとする。ＲＣＧディスプレイ６９２およびＣＧ２ディスプレイ６９４は、コンテンツ消
費者側６９０で使用される。
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【００６５】
　一実施例では、色補正によって、ＣＧ２ディスプレイ（ＣＧ２ディスプレイ６９４など
）のマスタと、ＲＣＧディスプレイ（ＲＣＧディスプレイ６９２など）のマスタとが生じ
る。一実施例では、ＲＣＧディスプレイのマスタは、ＣＧ２ディスプレイのマスタからの
派生物となる。図６の手法では、消費者側のＣＧ２ディスプレイとＲＣＧディスプレイ６
９０の間の制御した色差を、識別フィーチャとして提供する。色の正確さの品質は、較正
中のフィールドまたはフィールド内の表示に使用されている色を色補正に使用される仕様
に一致させる色補正に使用されるＣＧ２仕様によって決まる。
【００６６】
　ピクチャ・ソース・コンテンツは、例えば、ピクチャ・ソース・コンテンツ記憶装置６
２０に記憶することができる。ＲＣＧディスプレイの色補正済みピクチャ・コンテンツ、
すなわちＲＣＧディスプレイのマスタは、例えば、色補正済みピクチャ・コンテンツ記憶
装置６４５に記憶することができる。ＣＧ２ディスプレイの色補正済みピクチャ・コンテ
ンツ、すなわちＣＧ２ディスプレイのマスタは、例えば、色補正済みピクチャ・コンテン
ツ記憶装置６４０に記憶することができる。
【００６７】
　コンテンツ作成側では、色補正モジュール６３０が、ＣＧ２マスタを生成する。さらに
、コンテンツ作成側６８０では、ＣＧ２マスタリング済みコンテンツがＣＧＭモジュール
６８６に送られ、ＣＧＭモジュール６８６が、色域マッピングを実行してＲＣＧマスタを
生成し、ＣＧ２マスタリング済みコンテンツがＲＣＧディスプレイ６８２に表示されるよ
うに色補正されるようにする。
【００６８】
　コンテンツ消費者側６９０では、ＲＣＧマスタリング済みコンテンツは、色域マッピン
グを必要とせず直接ＲＣＧディスプレイ６９２に提供され、ＣＧ２マスタリング済みコン
テンツは、色域マッピングを必要とせず直接ＣＧ２ディスプレイ６９４に提供される。
【００６９】
　ＲＣＧディスプレイには１つの仕様しかないが、ＣＧ２ディスプレイについては複数の
使用を考慮しなければならないので、一実施例では、「マザー」バージョンがＲＣＧディ
スプレイのバージョンであれば有利であろう。状況によっては、色補正と基準表示の間の
非線形マッピングによって色が修正されているので、色補正プロセスが若干煩雑になる可
能性がある。いくつかの色は、カラリストが最初に予想したように変化しない可能性もあ
る。しかし、ＣＧ２を有するディスプレイで表示できない色がマスタ中に存在することは
なく、また、ＲＣＧディスプレイで表示できない色も存在しない。これが、この手法の現
実的な利点である。
【００７０】
　図７を参照すると、ＲＣＧディスプレイのマスタおよびＣＧ２ディスプレイのメタデー
タを得るための色補正の例示的なワークフローを示すハイレベル図の全体が、参照番号７
００で示されている。
【００７１】
　色補正ワークフロー７００には、コンテンツ作成側７８０とコンテンツ消費者側７９０
がある。ＣＧＭモジュール７８６を介したＣＧ２シミュレーションを用いるＲＣＧディス
プレイ７８２は、コンテンツ作成側７８０で使用される。別法として、またはこれに加え
て、ＣＧ２ディスプレイを、コンテンツ作成側７８０で使用することもできる。ＲＣＧデ
ィスプレイ７９２およびＣＧ２ディスプレイ７９４は、コンテンツ消費者側７９０で使用
される。
【００７２】
　この実施例では、本発明を使用することにより、コンテンツ消費者側７９０におけるＲ
ＣＧディスプレイ７９２に表示されるコンテンツとＣＧ２ディスプレイ７９４に表示され
るコンテンツとの間の色差を制御して提供する。上述のように、この実施例では、ＲＣＧ
ディスプレイでは（ＲＣＧディスプレイ上にＣＧ２ディスプレイをシミュレートするＣＧ
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Ｍ、すなわちＣＧ２からＲＣＧへのＧＭＭを使用してレンダリングするときに）マスタ、
すなわちマスタリング済みコンテンツの１バージョンを使用し、ＣＧ２ディスプレイでは
メタデータを使用する。
【００７３】
　メタデータ７１０は、ピクチャ・ソース・コンテンツから色補正済みピクチャ・コンテ
ンツへの変換を記述している。ピクチャ・ソース・コンテンツは、ＲＣＧディスプレイに
ついてはマスタリングされるが、ＣＧ２ディスプレイについては色補正され（従って、Ｒ
ＣＧディスプレイにおけるＲＣＧマスタリング済みコンテンツのレンダリングに、上述の
ＣＧ２からＲＣＧへのＧＭＭを使用する）、この色補正済みピクチャ・コンテンツは、Ｒ
ＣＧディスプレイの色に関係している。従って、メタデータは、例えばＣＧ２ディスプレ
イの色とＲＣＧディスプレイの色の間の差を記述することもできる。すなわち、メタデー
タは、例えば、色補正に使用されるＣＧ２シミュレーションの反転変換を記述することが
できる。
【００７４】
　ピクチャ・ソース・コンテンツは、例えば、ピクチャ・ソース・コンテンツ記憶装置７
２０に記憶することができる。色補正済みピクチャ・コンテンツは、例えば、色補正済み
ピクチャ・コンテンツ記憶装置７４０に記憶することができる。メタデータ７１０は、例
えば、メタデータ記憶装置７１７に記憶することができる。
【００７５】
　色補正モジュール７３０は、ＲＣＧマスタおよびＣＧ２ディスプレイのメタデータを生
成する。
【００７６】
　コンテンツ作成側７８０では、ＣＧ２用に色補正されたＲＣＧマスタリング済みコンテ
ンツが、ＣＧＭモジュール７８６に提供され、ＣＧＭモジュール７８６が、ＲＣＧマスタ
リング済みコンテンツがＲＣＧディスプレイ７８２に表示されるように色補正されるよう
に、ＣＧ２からＲＣＧへのＧＭＭを実行する。
【００７７】
　コンテンツ消費者側７９０では、ＣＧ２用に色補正されたＲＣＧマスタリング済みコン
テンツが、メタデータまたは色域マッピングを使用せずに、あるいは必要とせずに、ＲＣ
Ｇディスプレイ７９２に直接提供される。
【００７８】
　さらに、コンテンツ消費者側７９０では、ＣＧ２用に色補正されたＲＣＧマスタリング
済みコンテンツおよびＣＧ２ディスプレイのメタデータが、ＣＧＭモジュール７９６に送
られ、ＣＧＭモジュール７９６が、ＲＣＧマスタリング済みコンテンツがＣＧ２ディスプ
レイ７９４に表示されるように色補正されるように、反転色域マッピング（すなわちＲＣ
ＧからＣＧ２へのＧＭＭ）を実行する。すなわち、ＣＧ２からＲＣＧへのＣＧＭの反転（
ＲＣＧからＣＧ２へのＣＧＭとなる）をＣＧ２ディスプレイ７９４に伝送することにより
、ＣＧ２ディスプレイ７９４は、ＣＧ２からＲＣＧへのＣＧＭ動作の反転動作を行い、Ｃ
Ｇ２デバイスの色を取り出すことができる。
【００７９】
　図８を参照すると、ＣＧ２ディスプレイのマスタおよびＲＣＧディスプレイの１つのマ
スタを得るための色補正の例示的なワークフローを示すハイレベル図の全体が、参照番号
８００で示されている。
【００８０】
　色補正ワークフロー８００には、コンテンツ作成側８８０とコンテンツ消費者側８９０
がある。ＲＣＧディスプレイ８８２は、コンテンツ作成側８８０で使用される。ＲＣＧデ
ィスプレイ８９２およびＣＧ２ディスプレイ８９４は、コンテンツ消費者側８９０で使用
される。
【００８１】
　一実施例では、色補正によって、ＣＧ２ディスプレイ（ＣＧ２ディスプレイ８９４など
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）のマスタと、ＲＣＧディスプレイ（ＲＣＧディスプレイ８９２など）のマスタとが生じ
る。一実施例では、ＲＣＧディスプレイのマスタは、ＣＧ２ディスプレイのマスタからの
派生物となる。図８の手法では、消費者側のＣＧ２ディスプレイとＲＣＧディスプレイの
間のマッチングが行われる。マッチングの品質は、較正中のフィールドまたはフィールド
内の表示に使用されている色を色補正に使用される仕様に一致させる色補正に使用される
ＣＧ２仕様によって決まる。
【００８２】
　ピクチャ・ソース・コンテンツは、例えば、ピクチャ・ソース・コンテンツ記憶装置８
２０に記憶することができる。ＲＣＧディスプレイの色補正済みピクチャ・コンテンツ、
すなわちＲＣＧディスプレイのマスタは、例えば、色補正済みピクチャ・コンテンツ記憶
装置８４５に記憶することができる。ＣＧ２ディスプレイの色補正済みピクチャ・コンテ
ンツ、すなわちＣＧ２ディスプレイのマスタは、例えば、色補正済みピクチャ・コンテン
ツ記憶装置８４０に記憶することができる。
【００８３】
　コンテンツ作成側では、色補正モジュール８３０が、ＣＧ２マスタを生成する。さらに
、コンテンツ作成側８８０では、ＣＧ２マスタリング済みコンテンツがＣＧＭモジュール
８８６に送られ、ＣＧＭモジュール８８６が、色域マッピングを実行してＲＣＧマスタを
生成し、ＣＧ２マスタリング済みコンテンツがＲＣＧディスプレイ８８２に表示されるよ
うに色補正されるようにする。
【００８４】
　コンテンツ消費者側８９０では、ＲＣＧマスタリング済みコンテンツは、色域マッピン
グを必要とせず直接ＲＣＧディスプレイ８９２に提供され、ＣＧ２マスタリング済みコン
テンツは、色域マッピングを必要とせず直接ＣＧ２ディスプレイ８９４に提供される。
【００８５】
　ＲＣＧディスプレイには１つの仕様しかないが、ＣＧ２ディスプレイについては複数の
使用を考慮しなければならないので、一実施例では、「マザー」バージョンがＲＣＧディ
スプレイのバージョンであれば有利であろう。状況によっては、色補正と基準表示の間の
非線形マッピングによって色が修正されているので、色補正プロセスが若干煩雑になる可
能性がある。いくつかの色は、カラリストが最初に予想したように変化しない可能性もあ
る。しかし、ＣＧ２を有するディスプレイで表示できない色がマスタ中に存在することは
なく、また、ＲＣＧディスプレイで表示できない色も存在しない。これが、この手法の現
実的な利点である。
【００８６】
　コンテンツ消費者側では、信号ソースをＣＧ２ディスプレイに接続する回路が設けられ
る。この回路は、ハードウェアおよび／またはソフトウェアで実施することができ、信号
変換を実行してＲＣＧディスプレイのピクチャから所要のＣＧ２バージョンを生成する。
【００８７】
　本発明の上記その他の特色および利点は、当業者なら本明細書の教示に基づいて容易に
確認することができる。本発明の教示は、ハードウェア、ソフトウェア、ファームウェア
、特殊目的プロセッサまたはそれらの組合せといった様々な形態で実施することができる
ことを理解されたい。
【００８８】
　本発明の教示は、ハードウェアとソフトウェアの組合せとして実施されることが最も好
ましい。さらに、ソフトウェアは、プログラム記憶装置に実装されたアプリケーション・
プログラムとして実施することができる。アプリケーション・プログラムは、任意の適当
なアーキテクチャを備えるコンピュータにアップロードし、このコンピュータによって実
行することができる。このコンピュータは、１つまたは複数の中央処理装置（ＣＰＵ）、
ランダム・アクセス・メモリ（ＲＡＭ）および入出力（Ｉ／Ｏ）インタフェースなどのハ
ードウェアを有するコンピュータ・プラットフォームに実装されることが好ましい。コン
ピュータ・プラットフォームは、オペレーティング・システムおよびマイクロ命令コード
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を含むこともできる。本明細書に記載の様々なプロセスおよび機能は、ＣＰＵによって実
行することができる、マイクロ命令コードの一部またはアプリケーション・プログラムの
一部あるいはそれらの任意の組合せとすることもできる。さらに、追加のデータ記憶装置
や印刷装置など、その他の様々な周辺機器をコンピュータ・プラットフォームに接続する
こともできる。
【００８９】
　さらに、添付の図面に示すシステム構成要素および方法の一部はソフトウェアで実施す
ることが好ましいので、システム構成要素間またはプロセス機能ブロック間の実際の接続
形態は、本発明を実施する態様によって変わることがあることを理解されたい。本明細書
の教示があれば、当業者なら、上記の、またそれに類する本発明の実施態様または構成を
思いつくことができるであろう。
【００９０】
　本明細書では添付の図面を参照しながら例示的な実施例について説明したが、本発明は
これらの具体的な実施例に限定されるものではなく、当業者なら、本発明の範囲または趣
旨を逸脱することなく様々な変更および修正を加えることができることを理解されたい。
これらの変更および修正は全て、添付の特許請求の範囲に記載する本発明の範囲に含まれ
るものとする。
［付記１］
　非基準色域を有する非基準タイプのディスプレイおよび基準色域を有する基準タイプの
ディスプレイの少なくとも１つを用いてソース・ピクチャ・コンテンツの色補正を実行す
るステップを含み、
　前記実行するステップが、
　前記ソース・ピクチャ・コンテンツをマスタリングして、基準色域を有する前記基準タ
イプのディスプレイに表示されるマスタリング済み色補正済みピクチャ・コンテンツを提
供するステップ（５３０）と、
　前記マスタリング済み色補正済みピクチャ・コンテンツを非基準色域を有する非基準タ
イプのディスプレイに表示されるように色変換する後続反転色域マッピングのためのメタ
データを生成するステップ（５８６）と、
を含み、
　前記後続反転色域マッピングが、前記基準色域を有する前記基準タイプのディスプレイ
に表示される前記マスタリング済み色補正済みピクチャ・コンテンツを得るために色補正
中に適用される色域マッピングの反転動作であり、前記ソース・ピクチャ・コンテンツが
、前記基準色域を有する前記基準タイプのディスプレイについてのみマスタリングされる
、色補正を行う方法。
［付記２］
　前記ソース・ピクチャ・コンテンツをマスタリングする前記ステップが、前記非基準タ
イプのディスプレイに表示される前記ソース・ピクチャ・コンテンツを前記基準タイプの
ディスプレイに表示されるピクチャ・コンテンツに変換する色域マッピングを使用して、
前記基準タイプのディスプレイに前記マスタリング済み色補正済みピクチャ・コンテンツ
をレンダリングするステップを含む、付記１に記載の方法。
［付記３］
　消費者消費用の前記非基準タイプのディスプレイの少なくとも１つに対して前記後続反
転色域マッピングの仕様を伝送するステップをさらに含む、付記１に記載の方法。
［付記４］
　前記メタデータが、前記マスタリング済み色補正済みピクチャ・コンテンツの帯域内お
よび帯域外の少なくとも一方で前記非基準タイプのディスプレイに提供されて最終的に消
費される、付記１に記載の方法。
［付記５］
　前記基準タイプのディスプレイおよび前記非基準タイプのディスプレイが、液晶ディス
プレイ、プラズマ・ディスプレイ、陰極線管ディスプレイ、ディジタル・ライト・プロセ
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ッシング・ディスプレイ、有機発光ダイオード・ディスプレイ、液晶オン・シリコン・デ
ィスプレイ、およびダイレクト・ドライブ・イメージ・ライト・アンプリファイア・ディ
スプレイの少なくとも１つである、付記１に記載の方法。
［付記６］
　非基準色域を有する非基準タイプのディスプレイおよび基準色域を有する基準タイプの
ディスプレイの少なくとも１つを用いてソース・ピクチャ・コンテンツの色補正を実行し
て、基準色域を有する前記基準タイプのディスプレイに表示されるマスタリング済み色補
正済みピクチャ・コンテンツを提供する色補正モジュール（５３０）と、
　前記基準色域を有する前記基準タイプのディスプレイに表示される前記マスタリング済
み色補正済みピクチャ・コンテンツに対して色域マッピングを実行して、前記色域マッピ
ングに対する後続反転色域マッピングのためのメタデータを生成する色域マッピング・モ
ジュール（５８６）であり、前記後続反転色域マッピングが、前記マスタリング済み色補
正済みピクチャ・コンテンツを非基準色域を有する非基準タイプのディスプレイに表示さ
れるように色変換するものである色域マッピング・モジュール（５８６）と、
を備え、
　前記ソース・ピクチャ・コンテンツが、前記基準色域を有する前記基準タイプのディス
プレイについてのみマスタリングされる、色補正を行うシステム。
［付記７］
　前記メタデータが、前記マスタリング済み色補正済みピクチャ・コンテンツの帯域内お
よび帯域外の少なくとも一方で前記非基準タイプのディスプレイに提供されて最終的に消
費される、付記６に記載のシステム。
［付記８］
　前記基準タイプのディスプレイおよび前記非基準タイプのディスプレイが、液晶ディス
プレイ、プラズマ・ディスプレイ、陰極線管ディスプレイ、ディジタル・ライト・プロセ
ッシング・ディスプレイ、有機発光ダイオード・ディスプレイ、液晶オン・シリコン・デ
ィスプレイ、およびダイレクト・ドライブ・イメージ・ライト・アンプリファイア・ディ
スプレイの少なくとも１つである、付記６に記載のシステム。
［付記９］
　非基準色域を有する非基準タイプのディスプレイおよび基準色域を有する基準タイプの
ディスプレイの少なくとも１つを用いてソース・ピクチャ・コンテンツの色補正を実行す
る手段を備え、
　色補正を実行する前記手段が、
　前記ソース・ピクチャ・コンテンツをマスタリングして、基準色域を有する前記基準タ
イプのディスプレイに表示されるマスタリング済み色補正済みピクチャ・コンテンツを提
供する手段と、
　前記マスタリング済み色補正済みピクチャ・コンテンツを非基準色域を有する非基準タ
イプのディスプレイに表示されるように色変換する後続反転色域マッピングのためのメタ
データを生成する手段と、
を備え、
　前記後続反転色域マッピングが、前記基準色域を有する前記基準タイプのディスプレイ
に表示される前記マスタリング済み色補正済みピクチャ・コンテンツを得るために色補正
中に適用される色域マッピングの反転動作であり、前記ソース・ピクチャ・コンテンツが
、前記基準色域を有する前記基準タイプのディスプレイについてのみマスタリングされる
、色補正を行うシステム。
［付記１０］
　前記ソース・ピクチャ・コンテンツをマスタリングする前記手段が、前記非基準タイプ
のディスプレイに表示される前記ソース・ピクチャ・コンテンツを前記基準タイプのディ
スプレイに表示されるピクチャ・コンテンツに変換する色域マッピングを使用して、前記
基準タイプのディスプレイに前記マスタリング済み色補正済みピクチャ・コンテンツをレ
ンダリングする手段を備える、付記９に記載のシステム。
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［付記１１］
　消費者消費用の前記非基準タイプのディスプレイの少なくとも１つに対して前記後続反
転色域マッピングの仕様を伝送する手段をさらに備える、付記９に記載のシステム。
［付記１２］
　前記メタデータが、前記マスタリング済み色補正済みピクチャ・コンテンツの帯域内お
よび帯域外の少なくとも一方で、最終消費用の前記非基準タイプのディスプレイに提供さ
れる、付記９に記載のシステム。
［付記１３］
　前記基準タイプのディスプレイおよび前記非基準タイプのディスプレイが、液晶ディス
プレイ、プラズマ・ディスプレイ、陰極線管ディスプレイ、ディジタル・ライト・プロセ
ッシング・ディスプレイ、有機発光ダイオード・ディスプレイ、液晶オン・シリコン・デ
ィスプレイ、およびダイレクト・ドライブ・イメージ・ライト・アンプリファイア・ディ
スプレイの少なくとも１つである、付記９に記載のシステム。

【図１】 【図２】
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